
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さくら保育園の閉園に伴う投票区及び投票所の再編方針（案） 
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１．はじめに 

 川島町は、８か所の投票区を設け、それぞれに投票所を設置して選挙を執行しており

ますが、令和７年２月に決定された公立保育園の統合方針に基づき、第８投票区の投票

所である「さくら保育園」は、令和９年度中に閉園となる予定です。 

 第８投票区は、上伊草地内（「伊草久保」、「三井サンライフ」、「中廓」、「下廓第１」、

「下廓第２」）を区域として定めておりますが、町選挙管理委員会では、さくら保育園の

閉園に伴い、代替施設を検討する必要があり、十分な周知期間を設ける目的で、早めの

協議を進めているところです。 

 また、新たに投票所を設置する際は、投票における選挙人の利便性を図り、あわせて

投票管理事務の合理化を促進するため、隣接する投票区との影響を踏まえ、選挙人と投

票所との距離や選挙人数の適正化を図りつつ、再編を検討するものです。 

 

２．さくら保育園の閉園に伴う投票区及び投票所の再編方針について 

１）．「さくら保育園」の閉園に伴い、新たに設置する投票所について 

  近隣の公共施設である「川島町立西中学校 体育館」を新たな投票所として設置

する方針です。西中学校 体育館は学校施設のため、十分な駐車スペースやバリア

フリー機能を有しており、空調設備も整備されていることから、選挙人にとって、

適切な投票環境が整備されている状況です。 

 

２）．第８投票区の区域について 

第８投票区は、現在、上伊草地内（「伊草久保」、「三井サンライフ」、「中廓」、「下

廓第１」、「下廓第２」）を区域として定めておりますが、第８投票区の投票所を西

中学校 体育館に変更することに伴い、以下のとおり、投票区及び投票所の変更を

行う方針です。 

  ①．伊草地区のうち、「下廓第１」、「下廓第２」について、投票所までの距離を鑑み、

第２投票区（ウエストきずな（旧伊草公民館 新館））に変更する方針です。 

  ②．中山地区のうち、「中山久保」、「宮本」、「伏木」、「かわじま２丁目」について、

投票所までの距離や第１投票所の混雑状況（選挙人数）を鑑み、第８投票区（西

中学校 体育館）に変更する方針です。 

③．伊草地区のうち、「伊草久保」、「三井サンライフ」、「中廓」は、第８投票区（西

中学校 体育館）とする方針です。 
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地区別 投票区（投票所）変更一覧 

地区名 
変更前 変更後 

投票区 投票所 投票区 投票所 

中山久保 

第１ 中山小学校 多目的教室 

第８ 西中学校 体育館 

宮本 

伏木 

かわじま２丁目 

伊草久保 

第８ さくら保育園 遊戯室 

三井サインライフ 

中廓 

下廓第１ 
第２ 

ウエストきずな 

（旧伊草公民館 新館） 下廓第２ 

 

投票区別 選挙人名簿登録者数一覧            令和８年６月１日現在 

投票区 
変更前 変更後 

投票所名 登録者数 投票所名 登録者数 

第１ 中山小学校 多目的教室 3,788人 中山小学校 多目的教室 2,891人 

第２ 
ウエストきずな 

（旧伊草公民館 新館） 
2,268人 

ウエストきずな 

（旧伊草公民館 新館） 
3,307人 

第８ さくら保育園 遊戯室 2,665人 西中学校 体育館 2,523人 
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３．位置図（概略）について 

 １）赤枠内は、中山地区のうち、「中山久保」、「宮本」、「伏木」、「かわじま２丁目」

の区域であり、投票所までの距離や第１投票所の混雑状況を鑑み、投票区を第８投

票区、投票所を西中学校に変更する方針です。 

 ２）青枠内は、「伊草久保」、「中廓」、「三井サンライフ」の区域であり、投票区を第

８投票区のまま、投票所を西中学校に変更する方針です。 

 ３）緑枠内は、「下廓第１」、「下廓第２」の区域であり、投票所までの距離を鑑み、

投票区を第２投票区、投票所をウエストきずな（旧伊草公民館 新館）に変更する

方針です。 

 

 

 

４．変更時期について 

 さくら保育園閉園後の直近の選挙から変更予定です。 

 ※令和９年４月執行予定の統一地方選挙は、現在の投票区及び投票所で実施します。 

 


